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                                    令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日  

 

 

観 光 庁 観 光 産 業 課 ⾧  殿  

 

 

出 入 国 在 留 管 理 庁  

出 入 国 管 理 部 出 入 国 管 理 課 ⾧  

外 務 省  

ア ジ ア 大 洋 州 局 北 東 ア ジ ア 第 一 課 ⾧  

                          

 

      日 韓 双 方 に お け る 入 国 手 続 の 円 滑 化 措 置 の 実 施 に つ い て  

 

今 般 、日 韓 国 交 正 常 化 ６ ０ 周 年 と い う 機 会 を 捉 え 、日 韓 双 方 に お け る

入 国 手 続 の 円 滑 化 を 図 る 措 置 と し て 、 本 年 ６ 月 １ 日 か ら ３ ０ 日 ま で の

間 、両 国 国 内 の ２ つ の 空 港 に お い て 、上 陸 審 査 場 の 外 国 人 審 査 ブ ー ス の

一 部 を 優 先 レ ー ン と し て 運 用 す る こ と と な り ま し た 。 同 措 置 の 概 要 に

つ い て 、下 記 の と お り お 知 ら せ す る と こ ろ 、貴 庁 所 管 の 関 連 団 体 へ の 周

知 に 御 協 力 を お 願 い し ま す 。  

 

記  

第 １  韓 国 国 民 向 け の 日 本 側 措 置 に つ い て  

１  概 要  

（ １ ） 対 象 期 間  

令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 （ 日 ） ～ ３ ０ 日 （ 月 ）  

（ ２ ） 対 象 空 港  

羽 田 空 港 第 ３ タ ー ミ ナ ル 、 福 岡 空 港  

（ ３ ） 対 象 便  

韓 国 国 内 の 空 港 を 出 発 し 、９：０ ０ ～ １ ６：０ ０ に 対 象 空 港 に

到 着 す る 旅 客 便 （ 別 添 対 象 便 リ ス ト の と お り ）  

（ ４ ） 対 象 者  
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対 象 期 間 に 入 国 す る 日 か ら 起 算 し て 過 去 １ 年 以 内 に 日 本 に １

回 以 上 入 国 歴（ 例：今 回 の 入 国 日 が ２ ０ ２ ５ 年 ６ 月 １ 日 で あ る 場

合 は ２ ０ ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 以 降 の 入 国 歴 ）が あ る 韓 国 国 籍 の 方 の う

ち 、 後 記 （ ５ ） の 手 順 に よ り Visit  Japan Web に 登 録 し 、 対 象 期

間 中 に 短 期 滞 在 の 在 留 資 格 で 入 国 す る 方  

※ 対 象 者 に 同 行 す る 配 偶 者 及 び 一 親 等 以 内 の 家 族 も 、対 象 者 と 共

に 優 先 レ ー ン を 利 用 す る こ と が で き ま す 。  

※ 過 去 1 年 以 内 の 入 国 歴 の 有 無 に つ い て は 、 Visit  Japan Web に

よ り 確 認 を 行 う と こ ろ 、入 国 歴 が あ っ て も 、前 回 入 国 時（ 過 去 １

年 以 内 ）に 使 用 し た 旅 券（ 旧 旅 券 ）と 今 回 使 用 す る 旅 券 が 異 な る

（ 旅 券 が 切 り 替 わ っ て い る ）場 合 は 、シ ス テ ム 上 で 入 国 歴 を 確 認

す る こ と が で き な い た め 、 優 先 レ ー ン を 利 用 で き ま せ ん 。  

（ ５ ） Visit  Japan Web の 登 録 方 法  

上 記（ １ ）～（ ４ ）の 条 件 を 満 た す 場 合 は 、Visit  Japan Web に

て 入 国 審 査 及 び 税 関 申 告 情 報 を 登 録 す る 際 、優 先 レ ー ン の 利 用 確

認 画 面 で「 は い 」を 選 択 後 、今 回 の 入 国 日 か ら 起 算 し て 過 去 １ 年

以 内 に 日 本 に 入 国 し た 際 に 旅 券 に 貼 り 付 け ら れ た 上 陸 許 可 証 印

の Ｑ Ｒ コ ー ド を 読 み 取 る と 、入 国 審 査 及 び 税 関 申 告 用 Ｑ Ｒ コ ー ド

表 示 画 面 に お い て 、入 国 審 査 優 先 レ ー ン 用 の Ｑ Ｒ コ ー ド が 表 示 さ

れ ま す 。  

※ 今 回 入 国 時 に 使 用 す る 旅 券 と 異 な る 旅 券（ 旧 旅 券 ）に 貼 り 付 け

ら れ た 上 陸 許 可 証 印 の Ｑ Ｒ コ ー ド を 読 み 取 っ て も 、入 国 審 査 優 先

レ ー ン 用 の Ｑ Ｒ コ ー ド は 表 示 さ れ ま せ ん 。  

（ ６ ） 優 先 レ ー ン の 利 用 方 法  

対 象 者 は 上 記（ ５ ）の 手 順 に よ り 入 国 審 査 優 先 レ ー ン 用 の Ｑ Ｒ

コ ー ド を 取 得 し 、対 象 空 港 の 上 陸 審 査 場 に 到 着 後 、優 先 レ ー ン 案

内 担 当 の 係 員 に 入 国 審 査 優 先 レ ー ン 用 の Ｑ Ｒ コ ー ド が 表 示 さ れ

た ス マ ー ト フ ォ ン 等 の 画 面 を 提 示 す る と 、同 画 面 を 確 認 し た 当 該

係 員 に よ り 優 先 レ ー ン に 案 内 さ れ ま す 。  

２  留 意 事 項  

（ １ ） Visit  Japan Web へ の 登 録 は 韓 国 の 空 港 を 出 発 す る 前 に 実 施 す

る 必 要 が あ り ま す 。  
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（ ２ ） 対 象 者 の 同 行 家 族 と し て 優 先 レ ー ン の 利 用 が 認 め ら れ る の は 、

配 偶 者 及 び 一 親 等 以 内 の 家 族（ 例 ： 両 親 、子 ）で あ り 、祖 父 母 や

孫 、 従 兄 弟 、 友 人 等 は 含 ま れ ま せ ん 。  

３  日 本 側 措 置 の 運 用 に 際 し て 御 対 応 い た だ き た い 事 項  

対 外 発 表 後 、 日 本 側 措 置 の 運 用 に 関 す る 問 合 せ が あ っ た 際 に は 、

上 記 １ 及 び ２ の 内 容 を お 伝 え い た だ く か 、 出 入 国 在 留 管 理 庁 ホ ー

ム ペ ー ジ（ 日 本 語 ）又 は 在 韓 国 日 本 国 大 使 館 ホ ー ム ペ ー ジ（ 韓 国 語 ）

を 御 案 内 く だ さ い ま す よ う お 願 い い た し ま す 。  

４  問 合 せ 先  

  日 本 側 措 置 に 関 し て 、御 不 明 の 点 等 が あ り ま し た ら 、以 下 の 連 絡

先 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

○  本 措 置 の 具 体 的 な 運 用 内 容 に つ い て  

出 入 国 在 留 管 理 庁 出 入 国 管 理 部 出 入 国 管 理 課 （ 担 当 ： 井 下 、 野 辺 地 ） 

  電 話 番 号：０ ４ ５ － ３ ７ ０ － ９ ７ ５ ５（ 内 線 ４ ３ ２ ９、６ ９ ０ ７ ） 

○  日 韓 国 交 正 常 化 ６ ０ 周 年 事 業 全 般 ・ 本 措 置 の 目 的 等 に つ い て  

 外 務 省 ア ジ ア 大 洋 州 局 北 東 ア ジ ア 第 一 課 （ 担 当 ： 早 野 ）  

 電 話 番 号 ： ０ ３ － ５ ５ ０ １ － ８ ０ ０ ０ （ 内 線 ５ ８ ３ ０ ）  

 

第 ２  日 本 国 民 向 け の 韓 国 側 措 置 に つ い て  

１  概 要  

（ １ ） 対 象 期 間  

令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 （ 日 ） ～ ３ ０ 日 （ 月 ）  

（ ２ ） 対 象 空 港  

金 浦 空 港 、 金 海 空 港  

（ ３ ） 対 象 便  

日 本 国 内 の 空 港 を 出 発 し 、９：０ ０ ～ １ ６：０ ０ に 対 象 空 港 に

到 着 す る 旅 客 便  

（ ４ ） 対 象 者  

対 象 期 間 に 入 国 す る 日 か ら 起 算 し て 過 去 １ 年 以 内 に 韓 国 に １

回 以 上 入 国 歴（ 例：今 回 の 入 国 日 が ２ ０ ２ ５ 年 ６ 月 １ 日 で あ る 場

合 は ２ ０ ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 以 降 の 入 国 歴 ）が あ る 日 本 国 籍 の 方 の う

ち 、 電 子 入 国 申 告 書 （ e-Arrival  Card） を 利 用 し 、 対 象 期 間 中 に
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短 期 滞 在 で 入 国 す る 方  

２  韓 国 側 措 置 の 運 用 に 際 し て 御 対 応 い た だ き た い 事 項  

対 外 発 表 後 、 韓 国 側 措 置 の 運 用 に 関 す る 問 合 せ が あ っ た 際 に は 、

駐 日 韓 国 大 使 館 ホ ー ム ペ ー ジ（ 日 本 語 ）を 御 案 内 く だ さ い ま す よ う

お 願 い い た し ま す 。  

３  問 合 せ 先  

  韓 国 側 措 置 に 関 し て 、御 不 明 の 点 等 が あ り ま し た ら 、駐 日 韓 国 大

使 館 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

 

添 付 物  対 象 便 リ ス ト  

 


